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安芸高田警察署４７－０１１０ ＡＴ通信令和７年１２月号 

特殊詐欺に気を付けて！特殊詐欺に関する防犯講話の受講者の方に作っていただいた川柳です。 

ほんとかな 念仏かわりに 唱えよう          高宮町在住 ７０代男性 

親切心 心を許すと だまされる            吉田町在住 ６０代男性 

「母さんで」 バレたオレオレ うちは「ママ」     高宮町在住 ７０代男性 

 

【運動期間】 
 令和７年 12月１日（月）から 12月 10日（水）までの 10日間 
 

〇 道路を横断するときは、横断歩道

を渡りましょう。 

〇 横断歩道を渡るときは、手を挙げ

る等、横断する意思を伝えましょう。 

〇 夕暮れ時や夜間は、明るい目立つ 

衣服を心がけ、ＬＥＤライトや反射

材を活用しましょう。 

 

〇 横断しようとする歩行者がいる

場合は、横断歩道手前で一時停止

しましょう。 

〇 自転車利用者の方は、自転車安全

利用五則を始めとした交通ルールを

順守しましょう。 

〇 飲酒運転は、絶対にいけません。 

【特殊詐欺に注意！】 

〇 不審な電話やメールが届いたら、

一人で判断せずに、家族や警察に相

談しましょう。  

〇 ＳＮＳでお金や投資話、副業や結

婚の話が出たらまずは詐欺を疑いま

しょう。 

 

【犯罪情報のチェック！】  

〇 年末には、ひったくりや車上ねらい 

 等の街頭犯罪や、金融機関やコンビニ

エンスストア等を対象とした強盗の

発生が懸念されます。 

〇 オトモポリスのマップ機能で、身近

に起きている犯罪をチェックしまし

ょう。 

 


